
分院廃止した後に開設 分院休止した後に再開

4月

資料収集、打ち合わせ

書類作成

5月
事前審査（認可申請）

6月

書類再作成

本申請（認可申請）

7月

登記申請依頼

登記簿謄本完成

登記事項届出

開設許可申請 打ち合わせ

8月
開設許可、診療所開設届 診療所再開届

9月1日
開設 再開

9月1日～ 保健医療機関指定申請


